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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

インペリアル航空株式会社所属川崎ベル式４７Ｇ３Ｂ－ＫＨ４型ＪＡ７４２５（回 

転翼航空機）は、昭和６３年８月２７日０５時３５分ごろ、薬剤散布のため散布地へ 

移動中、宮城県志田郡鹿島台町の高圧送電線の架空地線（避雷線）に接触して水田に 

墜落した。

同機には、機長のみが搭乗していたが、死亡した。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和６３年８月２７日、運輸大臣から事故発生の通報を 

受け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。



1.2.2　調査の実施時期

昭和６３年８月２７日～２８日 現場調査

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７４２５は、事故当日、病害虫防除のため鹿島台町の水田２８０．５ヘクター 

ルに薬剤散布飛行（以下「散布飛行」という。）を予定していた。当日朝、鹿島台町の場 

外離着陸場（以下「臨時ヘリポート」という。）において、整備士が同機の飛行前点検及 

び地上試運転を行い異常がないことを確認した。

同機は、機長及び地元関係者が搭乗して０５時１０分に臨時ヘリポートを離陸し、 

薬剤散布地域（以下「散布地域」という。）の確認調査飛行を行った後、０５時１８分に 

臨時ヘリポートに帰投し、地元関係者が降機した。

同機は、０５時２２分に第１回目の散布飛行のため臨時ヘリポートを離陸し、北側 

の地域の散布を終了した。次いで、同機は南に向けて移動中、散布予定地域上空にほ 

ぼ東西に展張されていた高圧送電線の架空地線（水田からの高さ約２２メートル）に 

接触した。同機は架空地線によって風防を破損し、次いで同線がマストに巻きつき、 

約６０メートル前方の水田に墜落した。同機を左斜め前方から見ていた地上の目撃者 

は、接触直前に同機は上昇に移ったようだと述べている。

同機の推定飛行経路は、複数の目撃者の口述から付図のとおりである。

事故発生時刻は、０５時３５分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

機長が死亡した。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

胴体下部 破損



降着装置 破損 

キャビン 破損 

前面風防 破損 

メイン・ロータ・マスト 変形 

メイン・ロータ・ブレード 破損 

テール・ブーム 破損 

テール・ロータ・ドライブシャフト 切損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

架空地線１本が切断し、水田が被害を受けた。

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ６６歳

事業用操縦士技能証明書 第４３３号 昭和２９年５月６日

限定事項 ベル式４７型 昭和２９年５月６日

アルエットⅡ型 昭和３７年７月２３日 

ベル式２０４Ｂ型 昭和４４年１２月２５日 

ベル式２１２Ｂ型 昭和４６年１１月２４日 

ベル式２１４Ｂ型 昭和５６年５月２６日 

アエロスパシアル式ＡＳ３５０型 昭和５７年１月２７日

第一種航空身体検査証明書 第１３７１０４８６号

有効期限 昭和６４年３月８日

総飛行時間 １４，５７７時間５５分

同型式機による飛行時間 ６，３５３時間５６分

最近３０日間の飛行時間 ７６時間４０分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 川崎ベル式４７Ｇ３Ｂ－ＫＨ４型

製造番号 ２０５３

製造年月日 昭和４０年４月３０日

耐空証明書 第東６２－５６６号

有効期限 昭和６３年１１月２５日

総飛行時間 ５，８３９時間１５分



2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２，７３１ポンド、重心位置は２．９インチと推算され、 

いずれも許容範囲（最大離陸重量２，８５０ポンド、事故当時の重量に対応する重 

心範囲－３．０～＋３．２インチ）内にあったものと認められる。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はＷ１００で、いずれも規格品で 

あった。

２．７　気象に関する情報

事故現場の南東約１２キロメートルに位置する松島飛行場の事故関連時間帯の観測 

値は、次のとおりであった。

０５時００分

風向１２０度、風速７ノット、視程２０キロメートル、雲量６／８ 層雲 雲高

９００フィート、雲量５／８ 積雲 雲高１，５００フィート、雲量６／８ 高積雲 

雲高１５，０００フィート、気温２５度Ｃ、露点温度２４度Ｃ、ＱＮＨ２９．７５ 

インチ／水銀柱

０６時００分

風向１００度、風速６ノット、視程１２キロメートル、雲量１／８ 層雲 雲高

６００フィート、雲量６／８ 層雲 雲高８００フィート、雲量５／８ 積雲 雲高 

１，５００フィート、気温２５度Ｃ、露点温度２４度Ｃ、ＱＮＨ２９．７５インチ／ 

水銀柱

鹿島台町の散布飛行に従事していた他機の操縦士によれば、事故当時における気象 

は、高曇りで時々小雨であったが視程は良好であり、北東の風１～２メートル／秒との 

ことであった。

なお、事故機の複数の目撃者によれば、当時曇ってはいたが雨は降っていなかった 

とのことであった。

２．８　その他必要な事項

2.8.1　同機が接触した６６，０００ボルトの高圧送電線の架空地線（送電線が雷の直 

撃を受けないように送電線の上方に架線した接地線、鋼より線で直径１０．５ミリメ 

ートル）は、鹿島台町の同機が散布飛行を予定していた水田上空にほぼ東西に展張



されており、水田内に４０号鉄塔（全高２８．４メートル）、住宅団地脇に４１号鉄 

塔（全高２２．９メートル）が設置され、鉄塔間の距離は２４９メートルである。

2.8.2　機長は、事故の前日に臨時ヘリポートに到着し、地元関係者から地図により 

散布地域、障害物等についての説明を受けた。

機長は、昨年の８月２０日に同地域の散布を行っていたので、今回は地上からの 

障害物に対する確認は行わなかった。

2.8.3　高圧送電線の下の水田には、危険標識が立てられていた。

2.8.4　事故現場付近の日の出は０５時０１分ごろであった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

3.1.2　ＪＡ７４２５は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が実施されて 

いた。

3.1.3　調査結果から、事故発生まで同機には異常はなかったものと推定される。

3.1.4　事故当時の気象は、事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.5　機長は、前年の８月２０日に同地域の散布を行っており、今回は障害物に対 

する地上からの確認は行わなかったが、地図により説明を受け当該送電線の存在に 

ついては認識していたものと認められる。

3.1.6　同機の飛行経路上にあった灰色の高圧送電線及び架空地線は、背景の山腹の 

濃緑色に溶け込み飛行中の同機から視認することは困難であつたものと推定される。

送電線の視認が困難な場合、送電線鉄塔を視認することにより、その間の送電線



の存在を認識するのが通常であるが、当時この基本的な方法が機長により取られな 

かった可能性が考えられる。

3.1.7　目撃者情報によれば、同機は接触の直前上昇に移行したとみられることから、 

機長は北側の散布地域を終了した後、南側の散布地域に向けて高度約２０メートル 

で飛行中、高圧送電線及び架空地線を接触直前に視認し、回避を試みたが間に合わ 

なかったものと推定される。

４　原因

本事故の原因は、同機が散布地域に移動中、機長が高圧送電線を接触直前に視認し、 

回避を試みたが間に合わなかったことによるものと推定される。



付図推定飛行経路図


